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失 業 給 付 （ 基 本 手 当 ） の 概 要

基本手当の概要

離職の日前２年間に被保険者であっ一般被保険者が失業（＊１）した場合において、

た期間が１２月以上ある場合には（倒産、解雇等による離職の場合は、離職の日前１年

、４週間に１回、公共職業安定所間に被保険者であった期間が６月以上ある場合にも）

において、失業状態にあることの認定を行った上で基本手当が支給（＊２）される。

＊１ 「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかか）

わらず、職業に就くことができない状態にあることをいう （雇用保険法第４条第２項）」

なお、自己都合離職者（正当な理由による自己都合離職者を除く ）又は重責解雇による離職＊２） 。

者については、３か月間の給付制限がある。

、 、支給額は日額及び日数として定められ 基本手当日額は離職前賃金の原則 ～80 50%
所定給付日数は、定年退職者を含め離職前から予め再就職の準備ができるような者に対

しては 日～ 日（一般の離職者 、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間90 150 ）

的余裕なく離職を余儀なくされた者（特定受給資格者）に対しては 日～ 日とな90 330
っている。

給付日数（原則）

(ｲ) 倒産、解雇等による離職者（(ﾊ)を除く）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

30歳未満 90日 120日 180日 －

30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日

35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

(ﾛ) 一般の離職者（(ﾊ)を除く）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

全年齢 － 90日 90日 120日 150日

(ﾊ) 就職困難な者（障害者等）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

45歳未満 300日
150日

45歳以上65歳未満 360日



〈現行〉

更新明示 ○ ○

更新不明示 × ○

〈検討の方向性の具体的イメージ〉

更新明示 ○ ○

更新不明示 ○ ○

１２月以上
　更新・離職理由

期間雇用者の
雇い止め

被保険者であった期間　
６月以上１２月未満

受給資格取得要件の見直しについて

期間雇用者の
雇い止め

６月以上１２月未満 １２月以上
被保険者であった期間　

　更新・離職理由



※　一般 ＝　一般の受給資格者

　　 特定 ＝　特定受給資格者
　一般（暫定特定）

〈現行〉

更新明示 特定 一般 特定

更新不明示 ×（受給資格なし） 一般 特定

暫定特定 一般 一般

〈検討の方向性の具体的イメージ〉

更新明示 特定 特定 特定

更新不明示 一般（暫定特定） 一般（暫定特定） 特定

一般（暫定特定） 一般 一般

受給資格区分の見直しについて

期間雇用者の
雇い止め

正　　当　　理　　由　　離　　職

被保険者期間６月以上
１２月未満

被保険者期間１２月以上
雇用期間３年未満

雇用期間３年以上
期　間　　　　

雇用期間３年以上
　更新・離職理由

＝　原則一般の受給資格者に係る所定給付日数とするが、暫定期間中は特例的に特定受給資格者に係る所定給付日数とする者

正　　当　　理　　由　　離　　職

被保険者期間６月以上
１２月未満

期間雇用者の
雇い止め

期　間　　　　

　更新・離職理由

被保険者期間１２月以上
雇用期間３年未満



（単位：人、％）

　一般被保険者数

29歳以下 30～44歳 45～59歳 60～64歳

平成10年度 33,317,528 ( △ 0.5 ) 9,771,768 ( △ 2.6 ) 10,925,950 (   0.9 ) 11,212,644 (   0.1 ) 1,407,168 ( △ 1.8 ) 

平成11年度 33,052,958 ( △ 0.8 ) 9,438,728 ( △ 3.4 ) 11,071,411 (   1.3 ) 11,170,756 ( △ 0.4 ) 1,372,065 ( △ 2.5 ) 

平成12年度 33,063,068 (   0.0 ) 9,200,251 ( △ 2.5 ) 11,326,906 (   2.3 ) 11,152,591 ( △ 0.2 ) 1,383,323 (   0.8 ) 

平成13年度 33,277,464 (   0.6 ) 8,961,224 ( △ 2.6 ) 11,699,185 (   3.3 ) 11,158,963 (   0.1 ) 1,458,092 (   5.4 ) 

平成14年度 33,143,535 ( △ 0.4 ) 8,620,939 ( △ 3.8 ) 12,034,684 (   2.9 ) 10,962,101 ( △ 1.8 ) 1,525,811 (   4.6 ) 

平成15年度 33,327,589 (   0.6 ) 8,322,867 ( △ 3.5 ) 12,465,612 (   3.6 ) 10,950,787 ( △ 0.1 ) 1,588,324 (   4.1 ) 

平成16年度 33,891,135 (   1.7 ) 8,152,005 ( △ 2.1 ) 12,983,507 (   4.2 ) 11,060,777 (   1.0 ) 1,694,847 (   6.7 ) 

平成17年度 34,464,199 (   1.7 ) 8,055,363 ( △ 1.2 ) 13,433,493 (   3.5 ) 11,255,958 (   1.8 ) 1,719,385 (   1.4 ) 

平成18年度 35,247,797 (   2.3 ) 8,050,113 ( △ 0.1 ) 13,908,961 (   3.5 ) 11,522,565 (   2.4 ) 1,766,158 (   2.7 ) 

平成19年度 36,164,864 (   2.6 ) 8,107,042 (   0.7 ) 14,387,372 (   3.4 ) 11,614,823 (   0.8 ) 2,055,627 (   16.4 ) 

（注1）数値は年度間月平均値である。

（注2）（　）内は対前年同月比である。

一 般 被 保 険 者 数 の 年 齢 別 推 移



再就職手当の概要 

 

１ 概要 

  受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前

日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の３

分の１以上かつ４５日以上である者について支給される。 

 

２ 支給要件 

  次のすべてに該当する場合に支給する。 

 (1) 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の３分の１

以上かつ４５日以上であること。 

 (2) １年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き、

又は事業を開始した者であること。 

 (3) 離職前の事業主（関連事業主を含む。）に再び雇用されたものでないこと。 

 (4) 待期期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと。 

 (5) 給付制限を受けた場合については、待期期間の満了後１ヶ月については、

公共職業安定所等の紹介により職業に就いたこと。 

 (6) 求職の申込み前になされた雇用予約に基づいて雇用されたものでないこ

と。 

  (7) 安定した職業に就いた日前３年以内の就職について、就業促進手当の支

給を受けたことがないこと。 

 (8) その他、就業促進手当を支給することがその者の職業の安定に資すると

認められるものであること。 

 

３ 支給額 

  基本手当日額に支給残日数に相当する日数の１０分の３を乗じて得た額 

 

４ 根拠条文 

  雇用保険法第５６条の２ 

 

５ その他 

  支給額を基本手当日額で除した日数（＝支給残日数に相当する日数の１０分

の３）分については、基本手当の支給を受けたものとみなされる。 



常用就職支度手当の概要

１ 概要
常用就職支度手当は、受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障

害者その他就職が困難な者の常用就職を促進するため、これらの者が安定した職業に就いた
場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される （雇用保険法第５６条。
の２）

２ 支給要件等
(1) 支給対象者

受給資格者、特例受給資格者（特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資
格に係る離職の日の翌日から起算して６ヵ月を経過していない者を含む ）及び日雇受給。
資格者であって次のいずれかに該当する者。
イ 身体障害者

ロ 知的障害者

ハ 精神障害者

ニ 就職日において４５歳以上である雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象とな

る受給資格者

ホ 季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者（特例受給資格者）であって、通年

雇用安定給付金の支給対象となる事業主に通年雇用される者

ヘ 日雇受給資格者であって、日雇労働被保険者として就労することを常態としていた者

であり、就職日において４５歳以上である者
ト その他次に掲げる就職が困難な者

(ｲ) 駐留軍関係離職者、沖縄失業者求職手帳の所持者、一般旅客定期航路事業等離職者
求職手帳の所持者

(ﾛ) 刑余者
(ﾊ) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

(2) 支給要件
次のいずれにも該当すること。

イ 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により１年以上引き続いて雇用されること

が確実であると認められる職業に就いたこと。

ロ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

ハ 待期期間又は給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。
ニ 常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること。

ただし、就職日前３年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受
けたことがある場合は、常用就職支度手当は支給されない。

(3) 支給額
基本手当日額×９０×３０％
（支給残日数が９０日未満である場合は、その日数。ただし、４５日を下限とする。具

体的には次表のとおり ）。

支給残日数 常用就職支度手当の額

９０日以上 ２７日分の基本手当

４５日以上９０日未満 残日数の３０％相当日数分の基本手当

４５日未満 １３．５日分の基本手当

※基本手当日額の上限額は、５，８７５円（６０歳以上６５歳未満は４，７３８円）



訓練受講者に対する支援について 

 

 

 失業給付（基本手当）の受給資格者が、公共職業安定所長の受講指示

により、公共職業訓練等を受講する場合に、訓練を受けている期間（最

長２年間を限度とする。）内の失業している日について、所定給付日数

（90～330 日）を超えて基本手当（「訓練延長給付」）が支給される。 

 なお、この他に「技能習得手当」として、受講手当（日額５00 円）

等があわせて支給される。 

 

               訓練期間 

                   

          基本手当 基本手当 

       (所定給付日数内)    (訓練延長給付) 

                      

   所定給付日数終了 



雇用保険の適用基準について

雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る制

度であり、その趣旨にかんがみ、保護の対象とする労働者を一定の者に限っている。

一般に保険とは、同種類の偶発的な事故による危険にさらされている人々がこの危険の分散を図るために危

険集団を構成するものであるが、雇用保険制度においては、この同種類の危険にさらされている人々として、週の

法定労働時間が40時間であること等を考慮し、20時間を適用の下限としている。

考 え 方

強制適用としている理由

失業リスクは個人、産業、地域等により異なるため、仮に雇用保険を任意加入で運営すれば、失業リスクの高

い者のみが加入するという「逆選択」を引き起こし、保険制度として運営困難となる。したがって、強制保険として運

営する必要がある。

短時間就労者（その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の

所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。）については、次のいずれにも該当するときに限り

被保険者として取り扱う。

イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ロ 反復継続して就労する者であること（1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。）。


